
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和２３年（１９４８年）１２月１０日、国際連合第３回総会において、全ての人民と全ての国とが

達成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」が採択されました。世界人権宣言は、基本的人権

尊重の原則を定めたものであり、初めて人権保障の目標ないし基準を国際的にうたった画期的な

ものです。採択日である１２月１０日は、「人権デー（Human Rights Day）」と定められています。 

法務省の人権擁護機関では、昭和２４年（１９４９年）から毎年、人権デーを最終日とする１週間

（１２月４日から１２月１０日）を「人権週間」と定め、その期間中、各関係機関及び団体と協力して、

全国的に人権啓発活動を展開し、人権尊重思想の普及高揚を呼びかけています。 

  しかし、今なお、新型コロナウイルス感染症の感染者等に対する偏見・差別、インターネット上に

おける誹謗中傷、いじめや虐待、外国人や障害のある人、ハンセン病元患者やその家族などに対

する偏見・差別など、様々な人権問題が依然として存在しています。 

  これらの問題を解決し、国連の持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）が掲げる「誰一人取り残さない」

社会を実現するには、私たち一人一人が人権尊重の重要性を改めて認識し、他人の人権に配慮し

た行動を取ることが大切ではないでしょうか。 

  本年も、１２月４日から１２月１０日までの１週間を「人権週間」と定め、様々なメディアを利用し

て、全国各地で集中的に人権啓発活動を行います。 

  この機会に、人権について改めて考えてみませんか？ 

 

 

 

 

世界人権宣言とは 

世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、初めて人権保障の目標や

基準を国際的にうたった画期的なものです。 

２０世紀には、世界を巻き込んだ大戦が二度も起こり、特に第二次世界大戦中において

は、特定の人種の迫害、大量虐殺など、人権侵害、人権抑圧が横行しました。このような経

験から、人権問題は国際社会全体にかかわる問題であり、人権の保障が世界平和の基礎で

あるという考え方が主流になってきました。そこで、昭和２３年（1948 年）１２月１０日、国

連第３回総会（パリ）において、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」と

して、「世界人権宣言」が採択されました。 

  世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、それ自体が法的拘束力を

持つものではありませんが、初めて人権の保障を国際的にうたった画期的なものです。 

  この宣言は、すべての人々が持っている市民的、政治的、経済的、社会的、文化的分野に

わたる多くの権利を内容とし、前文と３０の条文からなっており、世界各国の憲法や法律に

取り入れられるとともに、様々な国際会議の決議にも用いられ、世界各国に強い影響を及

ぼしています。 

  さらに、世界人権宣言で規定された権利に法的な拘束力を持たせるため、「経済的、社会

的及び文化的権利に関する国際規約（Ａ規約）」と「市民的及び政治的権利に関する国際規

約（Ｂ規約）」の２つの国際人権規約が採択され、その後も個別の人権を保障するために

様々な条約が採択されています。これらの条約が保障する権利の内容を理解し、広めてい

くことが一人一人の人権を守ることにつながるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お ぐ ら 

北九州市立尾倉中学校 学校通信 第 106号 
 
 
 
 
 
 

令和３年１２月７日（火）発行 
校長 栗 原 博 巳 

北九州市八幡東区尾倉三丁目１０番１号 
HP: www.kita9.ed.jp/ogura-j/ 

＜学校教育目標＞ 
豊かな心をもち、健やかでたくましく行動する生

徒の育成～みんなで考え、みんなで取り組み、みん
なでつくる尾倉中学校～ 
＜目指す生徒像＞ 
① 感性豊かで、意欲的、主体的に学習する生徒 
② 健康で明るく、思いやりのある生徒 
③ 礼儀正しく、奉仕の精神に満ちた生徒 
◇ 元気のいい挨拶・礼儀・身なり・学習規律と集団
生活における規律とマナー 

尾 倉 
＜校訓＞ 
自主 
創造 
協力 

お ぐ ら 

第７３回人権週間 １２月４日（土）～１２月１０日（金） 

尾倉中学校の取組 

① 期間 １２月６日（月）～１２月１０日（金） 

② 内容 ⑴ 「明日への伝言板」朝の時間を使っての放送 

     ⑵ 学校だよりを使って人権について考えます。 

尾倉中学校のみなさん、こんにちは。担任の先生から聞いていると思いますが、毎年、１
２月４日から１０日までの１週間は、「人権週間」といって、人が生まれながらにもっている
権利についてしっかりと考える期間になっています。そして、１２月１０日は世界人権デーで
す。世界中の人が人権について考える日になっています。「人権週間」は世界共通で、今年
で、７３回目になります。「人権週間」を簡単に言えば、みなさん一人人一人が、人として大
切にされているかを、いつもよりもっと気にして過ごす１週間ということになります。 
人は、生まれながらに誰もが自由で平等で、一人一人、全ての人が大切な人です。だか
ら、誰が偉くて、誰が偉くないとか、何かができるから偉くて、何かができないから偉くない
などと、人を差別するのは、許されないことです。尾倉中学校のみなさんはどうですか？人
のいやがることを、したり言ったりしていませんか？自分と違うからと人をからかったり笑っ
たりしていませんか？人は一人一人違って当たり前です。誰一人として同じ人はいません。
お互いを認め合い、相手の気持ちを大切にしましょう。 
学校では、差別のことを「いじめ」と言います。先生は、いじめに打ち勝つには、みなさん
のたくさんの「思いやりの気持ち」を集めることが大切だと思っています。「思いやりの気持
ち」これは、人間にしかない温かくて素晴らしいものです。 
そのために大切なことは、「気付き、考え、行動する」ということです。「気付く」というの
は、相手の気持ちに気付くこと、友達の痛みに気付くことです。気付いたら、次に自分はどう
すればよいかを考えること、そして最後に、行動することです。みなさんの全員が「気付き、
考え、行動する」ことを忘れなければ、尾倉中学校は、「思いやりの気持ち」が一杯の素晴
らしい学校になります。 
最後に新型コロナウイルス感染のことを伝えます。日本各地で感染がやや収まっていま
すが、まだ油断はできません。前にも言いましたが、コロナウイルスのために戦っている人
やコロナウイルスにかかってしまった人を絶対に差別しないでください。これからも力を合
わせて戦うときです。絶対に仲間はずれをつくらないでください。 
まだまだ不自由な学校生活が続くとは思いますが、みなさんで考え、行動し、その中でで
きることや楽しみを見つけてください。学校に通えることに感謝しながら、笑顔を忘れず、尾
倉中学校全員で頑張りましょう。今日は人権週間にむけての大事な話でした。 


